
１．

運
用
報
告
書
の
２
段
階
化

投
信
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
運
用
報

告
書
が
「
交
付
運
用
報
告
書
」
と
「
運

用
報
告
書
（
全
体
版
）」
に
２
段
階
化

さ
れ
、
順
次
、
改
訂
後
の
報
告
書
が
投

資
家
向
け
に
交
付
さ
れ
る
。

数
年
前
か
ら
、
金
融
商
品
販
売
時
の

資
料
で
あ
る
目
論
見
書
に
つ
い
て
は
、

交
付
目
論
見
書
・
請
求
目
論
見
書
に
２

段
階
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
延
長
線
上

で
、
販
売
後
の
報
告
資
料
で
あ
る
運
用

報
告
書
に
つ
い
て
も
同
様
に
２
段
階
化

し
て
、
投
資
家
に
と
っ
て
よ
り
分
か
り

や
す
い
情
報
提
供
を
目
指
し
た
こ
と
が

今
回
の
改
訂
の
趣
旨
と
い
え
る
。

現
在
の
運
用
報
告
書
は
、
２０
〜
３０
ペ

ー
ジ
に
わ
た
る
分
量
で
あ
り
、
か
つ
一

般
投
資
家
に
と
っ
て
は
専
門
用
語
等
が

多
く
難
解
で
あ
る
な
ど
の
指
摘
が
さ
れ

て
き
た
。
法
案
を
ま
と
め
て
い
く
過
程

の
議
論
の
中
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
意

識
が
汲
み
上
げ
ら
れ
て
、「
分
か
り
や

す
く
親
し
み
や
す
い
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
な
る
」
な
ど
を
目

指
し
た
改
訂
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
２
段
階
化
が
実
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ

れ
る
。

・
交
付
運
用
報
告
書

一
般
投
資
家
を
想
定
し
て
、
運
用
状

況
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
、
図
や
グ

ラ
フ
を
用
い
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
る

目
的
を
持
つ
。
従
来
の
運
用
報
告
書
と

同
様
に
、
郵
送
に
よ
り
書
面
で
交
付
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
運
用
報
告
書
（
全
体
版
）

従
来
の
運
用
報
告
書
の
記
載
事
項
に

つ
い
て
、
一
部
見
直
し
を
行
う
。
原
則

的
に
は
、
運
用
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
に
掲
載
し
、
投
資
家
か
ら
は
請
求

が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
書
面
で
交
付

す
る
。

つ
ま
り
、
投
資
家
へ
の
交
付
と
役
割

機
能
と
し
て
は
、
交
付
目
論
見
書
に
対

応
す
る
の
が
交
付
運
用
報
告
書
、
請
求

目
論
見
書
に
対
応
す
る
の
が
運
用
報
告

書
（
全
体
版
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

２．

従
来
の

運
用
報
告
書
と
の
違
い

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
運
用
報
告
書
の

主
だ
っ
た
項
目
を
整
理
し
て
み
る
。
フ

ァ
ン
ド
に
よ
っ
て
多
少
の
差
違
は
あ
る

が
、
概
ね
共
通
し
て
い
る
。

�
最
近
３
年
程
度
の
基
準
価
額
と
純
資

産
総
額
の
実
績
（
グ
ラ
フ
化
し
て
い
る

運
用
報
告
書
も
あ
る
）

�
過
去
６
カ
月
の
基
準
価
額
推
移
の
詳

細
（
高
値
と
安
値
な
ど
）
と
騰
落
率

�
投
資
市
場
環
境
の
説
明
（
参
考
に
為

替
レ
ー
ト
グ
ラ
フ
等
を
付
け
る
運
用
報

告
書
も
あ
る
）

�
収
益
分
配
金
の
実
績
と
原
資
の
内
訳

※
分
配
金
に
つ
い
て
、
当
期
の
収
益
か

ら
い
く
ら
出
て
い
る
か
、
収
益
以
外

（
す
な
わ
ち
分
配
準
備
積
立
金
や
収
益

調
整
金
）
か
ら
い
く
ら
出
て
い
る
か
を

表
で
分
か
る
よ
う
に
し
て
い
る

�
基
準
価
額
の
上
昇
要
因
・
下
落
要
因

に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

�
組
入
れ
資
産
の
構
成
と
上
位
１０
銘
柄

の
明
細
、
こ
れ
ら
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
へ

の
コ
メ
ン
ト

�
今
後
の
投
資
環
境
と
運
用
方
針

�
１
万
口
あ
た
り
の
費
用
明
細
（
信
託

報
酬
の
内
訳
等
）

	
該
当
期
間
中
の
設
定
口
数
・
解
約
口

数
、
期
末
の
口
数
残
高



資
産
・
負
債
・
元
本
（
純
資
産
）・

基
準
価
額
の
状
況

�
損
益
の
状
況

�
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
前
記
の

事
項

フ
ァ
ン
ド
会
計
情
報
に
つ
い
て
は

全
体
版
に
の
み
記
載
す
る
会
社
も

以
上
が
概
略
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か

コ
メ
ン
ト
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ま
ず
、

投
資
家
で
あ
る
お
客
様
が
買
い
付
け
て

い
る
フ
ァ
ン
ド
の
多
く
は
、
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
に
対
す
る
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
の

関
係
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
自

身
の
投
資
対
象
は
、
ほ
ぼ
９５
％
以
上
が

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
と
な
る
（
残
り
数
％

は
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
な
ど
）。
よ
っ
て
、

実
際
の
投
資
対
象
な
ど
は
、
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
の
そ
れ
を
見
な
け
れ
ば
分
か
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
運
用
報
告
書
上

も
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
開
示

を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
投
資
信
託
の
会
計
は
、
一
般

の
Ｂ
Ｓ
、
Ｐ
Ｌ
と
は
異
な
る
点
も
多

い
。
例
え
ば
、
損
益
の
状
況
に
よ
っ
て

は
次
期
繰
越
損
益
金
の
数
値
が
そ
の
ま

ま
前
期
繰
越
損
益
金
に
な
ら
ず
、
し
か

も
変
動
要
素
（＝

解
約
に
よ
る
取
崩
し

控
除
分
）
が
表
記
さ
れ
な
い
場
合
も
あ

る
。
こ
う
し
た
点
が
、
分
か
り
に
く
い

と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。

改
訂
後
の
交
付
運
用
報
告
書
の
項
目

は
、
前
記
�
〜
�
と
大
き
く
異
な
る
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、


�
の
フ
ァ

ン
ド
会
計
情
報
に
つ
い
て
は
、
全
体
版

に
の
み
記
載
す
る
フ
ァ
ン
ド
会
社
も
増

え
て
く
る
様
子
で
あ
る
。

ま
た
、
新
し
く
追
加
さ
れ
る
項
目
と

し
て
は
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
と
ベ
ン
チ
マ

図表１ 最近５年間の基準価額等の推移

図表２ 最近５年間の年間騰落率
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改
正
投
信
法
の
施
行
に
よ
り
、
新
た
に
交
付
運
用
報
告
書
が
作
成
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
交
付
運
用
報
告
書
の
ポ
イ
ン

ト
と
お
客
様
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
役
立
て
る
活
用
法
を
解
説
す
る
。

改
正
投
信
法
で
運
用
報
告
書
が
２
段
階
化
！

交
付
運
用
報
告
書
のの
活活
用用
はは

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
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